
※ゆうちょ銀行以外の金融機関をご利用の場合にご記入ください。
口座番号
（右詰めで記入） 0 3 6 届出印

フリガナ

住所

℡
自宅・勤務先・携帯

- -

※ゆうちょ銀行をご利用の場合にご記入ください。

金融コード ９ 1 2
の 通帳番号

（右詰めで記入） 0 4 1 届出印

年 月 ℡
自宅・勤務先・携帯

- -

２ 3 4 5 8

彦根市 元町４－２　いろは荘１０１号室

フリガナ ヒコネ　シロウ TEL　　　　自宅・勤務先・携帯

彦根　市郎

①

②

③

④ 口座振替（自動払込）を申込されますと、翌年以降も継続の取扱いとなります。

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

【ご利用できる金融機関】

東びわこ農業協同組合の各本店・支店・出張所、

　　☆詳しくは金融機関の窓口または彦根市上下水道部へお問い合わせください。

ゆ
う
ち
ょ

銀
行
用

払 込 開 始 年 月

振替（払込）（以下、「振替」という。）開始は、彦根市上下水道部が口座振替依頼書（自動払込利用申込書）を受理した日の
翌月以降からの取扱いとなります。

既に口座振替（自動払込）をご利用されている方で、さらに口座振替依頼書（自動払込利用申込書）の提出をされた場合は、最
新の依頼書の内容を優先し、変更前の依頼内容は自動的に解約となります。

 ※必要事項を記入し、届出印を１枚目に押して、金融機関各窓口へ提出してください。

6

払　込　日

　　彦根　市郎

種別コード 22

還付金が生じた場合は、口座振替申込口座へ振込みさせていただきます。

 ※３枚複写になっていますので、用紙をそろえてボールペンで必要事項をご記入ください。

彦根市から転出されても、解約（廃止）・変更がされない限り、有効となります。

上下水道料金は、使用地ごとに申込が必要です。

預貯金口座に変更のある場合は、彦根市上下水道料金口座振替依頼書（自動払込利用申込書）を改めて提出してください。ま
た、解約される場合は上下水道部へお申し出ください。

振替ができなかった場合は、指定日に再振替を行います。それでも振替できなければ督促状でのお支払いとなります。

振替日は、原則として検針月の翌月の末日となります。末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。振替日の前日
までに入金してください。（通常、１２月のみ２８日となります。）

△ 　△
金融機関コード

金
 

融
 

機
 

関
 

用

ゆ
う
ち
ょ

銀
行
以
外
の 預　金　種　別

　 店
支　店

6

出張所

普通　・　当座　

支店コード

○　○ 金庫
農協

市　の　指　定　日

彦根市上下水道部

０１０８０－５－５１８０

払 込 先 加 入 者 名

払 込 先 口 座 番 号

6種目コード 1

９ ０ ０ 通帳記号

0 1

　　　ヒコネ　シロウ

口　座
名義人 　　彦根　市郎

4

2

※印鑑は鮮明に押してく
ださい。

3

口　座
名義人

領収済通知書をご希望の方はお申し出ください。

　　０７４９－２２　－１４１１

ゆうちょ銀行

近畿労働金庫、滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、商工組合中央金庫、

滋賀銀行、滋賀中央信用金庫、りそな銀行、関西アーバン銀行、大垣共立銀行、京都銀行、

【注意事項】

　　　年　　　月　　　日

私が納付すべき上下水道料金を下記の口座から振替（払込）の方法で納付したいので依頼します。

3

住所 　    彦根市元町４－２

5

4

水道使用場所

水道使用者名

 ※訂正箇所は、３枚ともに届出印を押してください。

0 －0 1

2

フリガナ

5銀行

台　帳　番　号 6

1

　　ヒコネ　シロウ

0

7－

取扱金融機関御中 （自動払込利用申込書）

彦根市上下水道料金口座振替依頼書 （兼還付金口座振込依頼書）

記　入　例

ゆうちょ銀行以外
の場合は、この欄
に記入して、届出
印を１枚目に押し
てください。

ゆうちょ銀行の場合
は、この欄に記入し
て、届出印を１枚目
に押してください。

納付書または検針時
のお知らせ用紙に記
載されている台帳番
号を必ず記入してく
ださい。

アパート名、部
屋番号まで正確
に記入してくだ
さい。

水道使用者と異なる
場合はご記入くださ
い。

水道使用者と異なる
場合はご記入くださ
い。


